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審査の概要について

請求書
請求明細書

サービス事業所

国保連合会

一次
チェック

データ内容や
入力（記入）

誤り

資格
チェック

事業所台帳・
受給者台帳と

の突合 上限
チェック

給付管理票
と請求明細
書の突合

都道府県庁

台帳情報
送付

保険者（市町）

台帳
情報
送付

受給者台帳
・被保険者番号、氏名
・要介護状態区分

・サービス計画作成事業所
等

事業所台帳
県から送付された

事業所の情報

事業所台帳
※地域密着型事業所、
基準該当事業所分、

事業所指定権限委譲分
等

事業所台帳
・事業所番号

・開設日、廃止日
・各加算体制 等

台帳情報
送付

給付管理票

居宅介護支援事業所
地域包括支援センター
小規模多機能事業所

複合型サービス事業所

一次
チェック

データ内容や
入力（記入）

誤り

資格
チェック

事業所台帳・
受給者台帳と

の突合

受給者台帳
保険者（市町）から送付
された受給者の情報

返戻：給付管理票に誤りがあったため、

国保連合会に登録されずに返却された。

決定：給付管理票が正しく国保連合会に登録された。

決定：請求した分が国保連合会から事業所へ支払われる。

査定：請求した分の一部が国保連合会から事業所へ支払われる。

返戻：請求明細書又は給付管理票に誤りがあったため、

国保連合会から事業所へ返却された。支払はない。

保留：請求明細書に誤りはないが、給付管理票が未提出または

返戻のため、支払が行われない。

決められた期間内に給付管理票が提出されれば

国保連合会から事業所へ支払が行われる。

※県外被保険者分の明細書は保留とはならず、返戻となる。
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請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表 
事業所（保険者）番号 9970000000 令和６年５月審査分 

                                                                     令和６年５月３１日 

事業所（保険者）名   □□介護事業所 

 

保険者（事業所）番号 
保険者（事業所）名 

被保険者番号 
被保険者氏名 

種別 
サービス 
提供年月 

サービス 
種類 

サービス 
項目等 

単位数 
特定入所者介護費等 

事由 内     容 備 考 

990000 0000000001 
給 R6.4 21  5,675 A 対象年月：無効もしくはサービス台帳に未登録 ＡＤＤ１ 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 

990000 0000000001 
給 R6.4 21  5,675 A サービス事業所番号：無効もしくはサービス台帳に未登録 ＡＤＤ１ 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 

990000 0000000001 
給 R6.4 21  5,675 A サービス種類：無効もしくはサービス台帳に未登録 ＡＤＤ１ 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 

     
 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「備考」欄 エラーコード＝ＡＤＤ１となる給付管理票の例 （この給付管理票を提出すると前ページの「請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表」が国保連合会から送付されます。） 

 

                            １ 頁 

佐賀県国民健康保険団体連合会 

「備考」欄 エラーコード＝ＡＤＤ０・ＡＤＤ１ 

内容・・①ＡＤＤ０ サービス事業所番号：無効もしくは事業所基本台帳に未登録 

②ＡＤＤ１ 対象年月：無効もしくは事業所基本台帳に未登録 

      サービスコード（サービス種類）：無効もしくはサービス台帳に未登録 

サービス事業所番号（支援事業所）：無効もしくはサービス台帳に未登録 

 

原因・・ＡＤＤ０については、給付管理票作成時にサービス事業所の番号を誤って入力（記入）した為、県または保険者（市町）が国保連合会へ登録している事業所

台帳に該当するものがない場合、または、サービス事業所の番号が変更になっているのに前の番号を入力（記入）した等の場合にエラーになります。 

    その他、請求明細書等を提出した事業所が、自事業所の番号を間違えた場合にエラーとなります。 

 

    ＡＤＤ１については、ＡＤＤ０と同様入力（記入）誤り等でエラーになったものですが、入力（記入）した事業所は事業所台帳に登録されているが取り扱っ

ているサービス（訪問介護・訪問看護等）が登録されていないことでエラーになったものです。  

    また、請求明細書において、住所地特例の利用者の請求を住所地特例対象者給付費明細欄に入力（記入）されていなかった場合もＡＤＤ１となります。 

対応・・サービス事業所番号の入力（記入）に誤りがないか、番号が変更になっていないか等を確認し、誤りがあれば修正して再提出します。 

    誤りが無い場合は、県または保険者（市町）へ照会して下さい。 

 
ポイント！ 事業所台帳、事業所基本台帳、サービス台帳 

県は国保連合会に以下のような事業所の情報を登録しています。 

事業所基本台帳・・事業所番号、指定／基準該当等区分コード等を登録 

サービス台帳・・・事業所のサービス種類ごとの届出情報等を登録 

事業所基本台帳とサービス台帳を総称して事業所台帳と呼びます。 
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「備考」欄 エラーコード＝ＡＤＤ１となる給付管理票の例 （この給付管理票を提出すると前ページの「請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表」が国保連合会から送付されます。） 

 

様式第十一                    給付管理票（令和６年４月分） 

保険者番号 保険者名  作成区分 

 9 9 0 0 0 0 △△市  ○1.  居宅介護支援事業者作成 

2．  被保険者自己作成 

3.   介護予防支援事業者作成・地域包括支援センター作成 被保険者番号 被保険者氏名  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
フリガナ ｶｲｺ  ゙ ﾀﾛｳ  

居宅介護／介護予防 

支援事業所番号 
9 9 7 0 0 0 0 0 0 0 

介護 太郎  

生年月日 性別 要支援・要介護状態区分等  担当介護支援専門員番号 9 9 0 0 0 0 0 1 

明・大・○昭  

5 年 5 月 5 日 
○男・女 

事業対象者  要支援1・2 

要介護1・○2 ・3・4・5 
 

居宅介護／介護予防 

支援事業者の事業所名 
□□介護事業所 

居宅サービス・介護予防サービス・ 

総合事業 

支給限度基準額 

限度額適用期間  
支援事業者の 

事業所所在地及び連絡先 
△△県△△市△△町1－2－3 

19705 単位／月 
令和 

6 年 1 月 
~ 

令和 

6 年 12 月 
 

委託 

した 

場合 

委託先の支援事業所番号           

介護支援専門員番号         

 

居宅サービス・介護予防サービス・総合事業 

 

サービス事業者の 

事業所名 

事業所番号 

（県番号－事業所番号） 

指定／基準該当／ 

地域密着型 

サービス／ 

総合事業識別 

 

サービス 

種類名 

サービス 

種類コード 
給付計画単位数 

Ａ事業所 4 8 7 0 0 0 0 0 0 1 
指定・基準該当・ 

地域密着・ 

総合事業 

訪問介護 
1 1  2 3 1 0 

Ｂ事業所 4 8 7 0 0 0 0 0 0 2 
指定・基準該当・ 

地域密着・ 

総合事業 

通所介護 1 5  1 7 4 8 

Ｂ事業所 4 8 7 0 0 0 0 0 0 2 
指定・基準該当・ 

地域密着・ 

総合事業 

 

短期入所生活介護 2 1  5 6 7 5 

 
      

 
 

 
 

指定・基準該当・ 

地域密着・ 

総合事業 

 
 

 
     

           

指定・基準該当・ 

地域密着・ 

総合事業 

       
 

 合計  9 7 3 
4 

 

事業所台帳 

（県が国保連合会に登録している事業所の情報） 

事業所名 事業所番号 サービス種類コード 

Ａ事業所 4870000001   11 訪問介護 

Ｂ事業所 4870000002   15 通所介護 

Ｃ事業所 4870000003   21 短期入所生活介護 

 

 

国保連合会は、給付管理票に入力（記

入）されている事業所番号が、事業

所台帳（県が国保連合会に登録して

いる事業所の情報）に該当するか点

検します。 

該当する事業所がない場合ＡＤＤ０

エラーとなります。 

 

国保連合会は、給付管理票に入力（記

入）されているサービスが事業所台帳

（県が国保連合会に登録している事業

所の情報）のサービス種類コードに該

当するか点検します。 

該当する事業所がない場合ＡＤＤ１エ

ラーとなります。 

 

 

エラーの原因と対応 

 

原因・・ 

３行目の「サービス事業者の事業所名」

と「事業所番号」に“Ｃ事業所”と入力

（記入）するべきであったが、誤って“Ｂ

事業所”と入力（記入）したため、ＡＤ

Ｄ１エラーとなっています。 

対応・・ 

３行目のサービス事業所を“Ｃ事業所”

と修正して再提出して下さい。 

 

誤：Ｂ事業所 

正：Ｃ事業所 突合を行う箇所 

国保連合会が点検時に見る箇所 
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請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表 
事業所（保険者）番号 9970000000 令和６年５月審査分 

                                                                     令和６年５月３１日 

事業所（保険者）名   □□介護事業所 

 

保険者（事業所）番号 
保険者（事業所）名 

被保険者番号 
被保険者氏名 

種別 
サービス 
提供年月 

サービス 
種類 

サービス 
項目等 

単位数 
特定入所者介護費等 

事由 内     容 備 考 

990000 0000000001 
請 R6.4 17 1001 700 B 日数回数：明細が受給可能日数超過 ＡＥＦＢ 

Ａ市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 

990000 0000000001 
請 R6.4 17 1003 1,300 B 日数回数：明細が受給可能日数超過 ＡＥＦＢ 

Ａ市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 

990000 0000000001 
請 R6.4 17  2,000 B サービス実日数：市町村認定の利用可能日数超過 ＡＥＦ０ 

Ａ市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 

  
    

 
   

  

          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「備考」欄 エラーコード＝ＡＥＦ０、ＡＥＦＢとなる請求明細書の例 

（この請求明細書を提出すると前ページの「請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表」が国保連合会から送付されます。） 

                            １ 頁 

佐賀県国民健康保険団体連合会 

「備考」欄 エラーコード＝ＡＥＦ０・ＡＥＦＡ・ＡＥＦＢ 

内容・・①ＡＥＦ０ サービス実日数、日数回数：市町村認定の利用可能日数超過 

②ＡＥＦＡ 日数回数：集計値がサービス実日数超過 

③ＡＥＦＢ 日数回数：明細が受給可能日数超過 

原因・・①ＡＥＦ０  利用者が月の途中で要介護の認定を受けた場合や、月の途中で資格を喪失した場合、当該月でのサービス可能日数より請求されたサービス日

数が多い場合にエラーとなります。 

②ＡＥＦＡ 「介護給付費請求明細書」の中で、明細情報（給付費明細欄）の日数・回数を集計した値が集計情報（請求額集計欄）のサービス実日数より 

大きい場合にエラーとなります。 

③ＡＥＦＢ  「ＡＥＦ０」と同じエラーですが、このエラーはサービスコード“１７”「福祉用具貸与」又は“６７”「予防福祉用具貸与」の場合のみ発生し

ます。 

対応・・ＡＥＦ０・ＡＥＦＢについては、利用者の受給者証等で認定日、喪失日を確認して下さい。喪失日については、転居等で、保険者が変更になっていることが

あります。また、保険者が喪失日を間違えていることもありますので、利用者に確認すると共に、必要があれば保険者（市町または福祉事務所の介護保険担

当係）へも照会して下さい。 

    ＡＥＦＡについては、「介護給付費請求明細書」明細欄の日数・回数、集計欄のサービス実日数を確認して下さい。 

 

 
ポイント！ 受給者台帳 

保険者（市町）は国保連合会に以下のような受給者の情報を登録しています。 

受給者台帳・・被保険者番号、氏名、生年月日、性別、要介護状態区分、認定有効期間、 

居宅サービス計画作成区分・作成事業所番号、住所地特例等を登録 
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「備考」欄 エラーコード＝ＡＥＦ０、ＡＥＦＢとなる請求明細書の例 

（この請求明細書を提出すると前ページの「請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表」が国保連合会から送付されます。） 

 
 

 

 

被
保
険
者 

被保険者 

番号 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 

 

氏名 

 

ｶｲｺ  ゙ ﾀﾛｳ 

介護 太郎 

 

給
付
費
明
細
欄 

サービス内容 サービスコード 単位数 回数 サービス単位数 
公費分 

回数 
公費対象単位数 摘要 

車いす貸与 1 7 1 0 0 1     3 0    7 0 0         12345-123456 

特殊寝台貸与 1 7 1 0 0 3     3 0   1 3 0 0         01234-567890 

                            
 

（
住
所
地
特
例 

対
象
者
） 

給
付
費
明
細
欄 

サービス内容 サービスコード 単位数 回数 サービス単位数 
公費分 

回数 
公費対象単位数 

施設所在 

保険者番号 
摘要 

                             

                             

                             
 

請
求
額
集
計
欄 

①サービス種類コード 

／②名称 
1 7            

③サービス実日数 3 0 日   日   日   日 

④計画単位数   2 0 0 0                   

⑤限度額管理対象単位数   2 0 0 0                   

⑥限度額管理対象外単位数      0                   給付率（/100） 

⑦給付単位数（④⑤のうち少な

い数）＋⑥ 
  2 0 0 0                   保険  9 0 

⑧公費分単位数                         公費    
 

⑨単位数単価 1 0 0 0 
 

円／単位     
 

円／単位     
 

円／単位     
 

円／単位 
合計 

⑩保険請求額  1 8 0 0 0                    1

0 

8 0 0 0 

⑪利用者負担額   2 0 0 0                     2 0 0 0 

⑫公費請求額                               

⑬公費分本人負担                               
 

 

 

エラーの原因と対応 

 

原因・・ 

利用者が月の途中で転居し、Ａ市の介護

保険資格を喪失したが、３０日分請求し

たため、ＡＥＦＢ・ＡＥＦ０エラーとな

っています。 

対応・・ 

「回数」と「サービス実日数」を“２５

日”と修正して再請求して下さい。 

残りの５日分は転居後の保険者番号・被

保険者番号で請求して下さい。 

 
国保連合会は、保険者が国保連合会に登録している内容

を確認し、利用者がサービスを受けられる日数「２５日」

より、請求されたサービス日数「３０日」の方が多いた

め、ＡＥＦＢエラーとなります。 

 

受給者台帳 

（保険者（Ａ市）が国保連合会に登録している受給者の情報） 
 

保険者番号 被保険者番号 被保険者名 資格喪失日 

990000 0000000001 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 20240426 

 

※ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳは４月２６日にＡ市の介護保険資格を喪失 

４月は、４月１日～４月２５日までの２５日間サービスを受けられる 

国保連合会は、保険者が国保連合会に登録している内容

を確認し、利用者がサービスを受けられる日数「２５日」

より、請求されたサービス日数「３０日」の方が多いた

め、ＡＥＦ０エラーとなります。 

誤：３０日 

正：２５日 

突合を行う箇所 

国保連合会が点検時に見る箇所 
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請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表 
事業所（保険者）番号 9970000000 令和６年５月審査分 

                                                                     令和６年５月３１日 

事業所（保険者）名   □□介護事業所 

 

保険者（事業所）番号 
保険者（事業所）名 

被保険者番号 
被保険者氏名 

種別 
サービス 
提供年月 

サービス 
種類 

サービス 
項目等 

単位数 
特定入所者介護費等 

事由 内     容 備 考 

990000 0000000001 
請 R6.4 17  1,350 B 様式番号：過去に同じ請求明細書を提出済  ＡＮＮ４ 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 

990000 0000000002 

請 R6.4 11  1,450 B 様式番号：過去に同じ請求明細書を提出済 ＡＮＮ４ △△市 ｶｲｺﾞ ｼﾞﾛｳ 

  

  
   

 
    

   

          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            １ 頁 

佐賀県国民健康保険団体連合会 

内容・・様式番号：過去に同じ請求明細書を提出済 

原因・・前月以前に同じ介護給付費を請求し、支払が完了されている請求明細書がある場合にこのエラーが発生します。主な原因として以下のことが考えられます。 

（１）既に請求支払が終わった請求明細書を、月遅れで請求した場合。 

（２）既に請求支払が終わった請求明細書を、取下げ（過誤）の手続きをしないまま再請求した場合。 

（３）他の利用者の保険者番号や被保険者番号を誤って入力（記入）した場合。 

対応・・（１）の場合、既に請求支払が終了していますので、再請求する必要はありません。 

（２）の場合、請求明細書の取下げ（過誤）の手続きをして、介護給付費過誤決定通知書で過誤になったのを確認後、再請求をして下さい。 

通常は取下げ（過誤）依頼をしてから介護給付費過誤決定通知書に載るまで２～３ヶ月かかります。 

（３）の場合、正しい保険者番号、被保険者番号等を入力（記入）した請求明細書を再請求します。 

「備考」欄 エラーコード＝ＡＮＮ４ 
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請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表 
事業所（保険者）番号 9970000000 令和６年５月審査分 

                                                                     令和６年５月３１日 

事業所（保険者）名   □□介護事業所 

 

保険者（事業所）番号 
保険者（事業所）名 

被保険者番号 
被保険者氏名 

種別 
サービス 
提供年月 

サービス 
種類 

サービス 
項目等 

単位数 
特定入所者介護費等 

事由 内     容 備 考 

990000 0000000001 
給 R6.4 11  1,350 B 様式番号：過去に同じ給付管理票（新規）を提出済  ＡＮＮＪ 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 

990000 0000000001 
給 R6.4 17  1,450 B 様式番号：過去に同じ給付管理票（新規）を提出済 ＡＮＮＪ 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 

990000 0000000001 
給 R6.4   2,800 B 様式番号：過去に同じ給付管理票（新規）を提出済 ＡＮＮＪ 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 

          

   

          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            １ 頁 

佐賀県国民健康保険団体連合会 

「備考」欄 エラーコード＝ＡＮＮＪ 

内容・・様式番号：過去に同じ給付管理票（新規）を提出済 

原因・・前月以前に、該当の給付管理票と同一被保険者、同一サービス提供年月の給付管理票が既に国保連合会に登録されている場合にこのエラーとなります。主な

原因として以下のことが考えられます。 

① 今回請求した年月より前に、既に同一内容の給付管理票を提出していたが、誤って再提出した場合。 

② 給付管理票を「修正」で提出しなければならないのに、「新規」分として提出した場合。 

③ 他の利用者の保険者番号や被保険者番号を誤って入力（記入）した場合。 

対応・・①の場合は、既に正しい給付管理票が登録されていると思われます。この場合は再提出の必要はありません。 

    ②の場合は、「修正」の給付管理票を作成して提出します。 

    ③の場合は、返戻となった給付管理票が誤って被保険者番号等を入力（記入）したものであれば、正しい被保険者番号等を入力（記入）した給付管理票を「新

規」分として次回再提出します。反対に正しい給付管理票が返戻となり誤った給付管理票が登録された場合は、誤って登録された被保険者番号を入力（記

入）した給付管理票を「取消」分として次回再提出します。取消されたことを確認後、正しい被保険者番号等を入力（記入）した給付管理票を「新規」分

として再提出して下さい。 

 

。 

１つの給付管理票につきサービス種類ごとのエラー 

と合計欄のエラーがセットで出力されます。 

 
ポイント！ エラーコード＝ＡＮＮ０は当月審査分における重複、エラーコード＝ＡＮＮＪは当月審査分と過去の審査で決定した分の重複です。 

7



 

 

請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表 
事業所（保険者）番号 9970000000 令和６年５月審査分 

                                                                     令和６年５月３１日 

事業所（保険者）名   □□介護事業所 

 

保険者（事業所）番号 
保険者（事業所）名 

被保険者番号 
被保険者氏名 

種別 
サービス 
提供年月 

サービス 
種類 

サービス 
項目等 

単位数 
特定入所者介護費等 

事由 内     容 備 考 

990000 0000000001 
請 R6.4 51  22,599 B 保険単位数合計：記載された値が計算値を超過 ＡＳＳＡ 

Ａ市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 

990000 0000000001 
請 R6.4 51  22,599 B 保険請求額：記載された値が計算値を超過 ＡＳＳＡ 

Ａ市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 

990000 0000000001 
請 R6.4 51  22,599 B 保険利用者負担額：記載された値が計算値を超過 ＡＳＳＡ 

Ａ市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 

  
   

 
    

  

  
  

  
    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            １ 頁 

佐賀県国民健康保険団体連合会 

「備考」欄 エラーコード＝ＡＳＳＡ 

内容・・保険単位数合計、保険請求額、保険利用者負担額：記載された値が計算値を超過 

保険請求額、保険利用者負担額の値が、審査により検算した値を超えています。 

原因・・このエラーについては、エラーとなった個所により様々な原因が考えられますので、「内容」欄に表示されている個所をみて原因を判断する必要があります。

基本的には本会のシステムで、検算（例えば、サービス内容の単位数×回数 の合計値が正しく入力されているか）し、システムで検算した値より請求明細

書の値が多い場合にエラーとなります。 

対応・・返戻（保留）一覧表の「内容」欄の“記載された値が計算値を超過”の前に表示されているエラー個所をみて、該当のエラー個所について計算が正しく行わ

れているか確認し、計算値等が誤っていれば修正して再請求します。 
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「備考」欄 エラーコード＝ＡＳＳＡとなる請求明細書の例（この請求明細書を提出すると前ページの「請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表」が国保連合会から送付されま

す。） 

 
 

被
保
険
者 

被保険者 

番号 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 

 

氏名 

 

ｶｲｺ  ゙ ﾀﾛｳ 

介護 太郎 

 

給
付
費
明
細
欄 

サービス内容 サービスコード 単位数 
回数 

日数 
サービス単位数 

公費分 

回数等 
公費対象単位数 摘要 

福祉施設Ⅱ３ 5 1 1 1 3 5  7 3 2 3 0 2 2 5 9 9        1 

                          

                          

                          

                          

合計 2 2 5 9 9        
 

請
求
額
集
計
欄 

区分 保険分 公費分 

①単位数合計  2 2 5 9 9       

②単位数単価 1 0 0 0 円／単位  

③給付率  9 0 ／100    ／100 

④請求額（円） 2 0 3 3 9 1       

⑤利用者負担額（円）  2 2 5 9 9       
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③単位数合計（訂正後）、単位数単価、給付率を基

に国保連合会システムで再計算します。 

 単位数合計：２１，９６０ 

 単位数単価：１０．００円 

給付率：９０％ 

請求額：１９７，６４０円 

利用者負担額：２１，９６０円 

④請求明細書に入力（記入）されている請求額“２０３，３９１円”

の方がシステムで計算した請求額“１９７，６４０円”より大きいた

め、ＡＳＳＡエラーとなります。 

同様に、利用者負担額“２２，５９９円”の方がシステムで計算した

利用者負担額“２１，９６０円”より大きいため、ＡＳＳＡエラーと

なります。 

エラーの原因と対応 

 

原因・・ 

請求明細書に入力（記入）されている請

求額“２０３，３９１円”の方が、給付

率を訂正して再計算した請求額“１９

７，６４０円”より大きいため、ＡＳＳ

Ａエラーとなっています。 

対応・・ 

サービス単位数、単位数合計、請求額、

利用者負担額を修正し、再請求して下さ

い。 

 

突合を行う箇所 

国保連合会が点検時に見る箇所 

②国保連合会システムで正しい単位

数に訂正します。  

（訂正前）22,599  

      ↓ 

（訂正後）21,960 

請求明細書に入力（記入）されてい

る単位数合計“２２，５９９”の方

がシステムで計算した単位数合計

“２１，９６０”より大きいため、

ＡＳＳＡエラーとなります。 

①単位数×回数の合計値が誤っている。 

（正）732×30＝21,960 
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請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表 
事業所（保険者）番号 9970000000 令和６年５月審査分 

                                                                     令和６年５月３１日 

事業所（保険者）名   □□介護事業所 

 

保険者（事業所）番号 
保険者（事業所）名 

被保険者番号 
被保険者氏名 

種別 
サービス 
提供年月 

サービス 
種類 

サービス 
項目等 

単位数 
特定入所者介護費等 

事由 内     容 備 考 

990000 0000000001 
請 R6.4 17  1,000 B 証記載保険者番号：市町村の認定情報が未登録（受給者情報） １２Ｐ０ 

△△市  

990000 0000000001 
請 R6.4 17  1,000 B 被保険者番号：市町村の認定情報が未登録（受給者情報） １２Ｐ０ 

△△市  

  
        

  

  
        

  

     
 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            １ 頁 

佐賀県国民健康保険団体連合会 

「備考」欄 エラーコード＝１２Ｐ０ 

「備考」欄 エラーコード＝１２ＰＡ 

内容・・証記載保険者番号、被保険者番号：市町の認定情報が未登録 

原因・・給付管理票や請求明細書に入力（記入）している保険者番号・被保険者番号と、保険者が国保連合会へ登録している保険者番号・被保険者番号を突合し、該当

する被保険者がいない場合にこのエラーとなります。主な原因として以下のことが考えられます。 

① 給付管理票や請求明細書の保険者番号・被保険者番号の入力（記入）誤りがある場合。 

② 保険者（市町）が国保連合会に登録している受給者情報に登録漏れや、誤りがある場合。 

対応・・給付管理票や請求明細書に入力（記入）した保険者番号・被保険者番号に誤りがないか確認（被保険者証からの転記誤り等も確認）し、①の場合は、正しい番

号に修正して再提出します。 

    入力（記入）内容に誤りがなければ、該当の保険者（市町または福祉事務所の介護保険担当係）に照会します。照会の結果②の場合は、保険者が国保連合会へ

利用者の登録または修正を行った後に、同一内容の請求明細書等を再提出します。 

 

１つの請求明細書につき証記載保険者番号と 

被保険者番号のエラーがセットで出力されます。 
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請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表 
事業所（保険者）番号 9970000000 令和６年５月審査分 

                                                                     令和６年５月３１日 

事業所（保険者）名   □□介護事業所 

 

保険者（事業所）番号 
保険者（事業所）名 

被保険者番号 
被保険者氏名 

種別 
サービス 
提供年月 

サービス 
種類 

サービス 
項目等 

単位数 
特定入所者介護費等 

事由 内     容 備 考 

990000 0000000001 
請 R6.4 11  15,869 B 証記載保険者番号：市町村の認定変更が未決定  １２ＰＡ 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 

990000 0000000001 
請 R6.4 11  15,869 B 被保険者番号：市町村の認定変更が未決定  １２ＰＡ 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 

  
        

  

  
   

 
    

   

  
  

  
    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            １ 頁 

佐賀県国民健康保険団体連合会 

内容・・証記載保険者番号、被保険者番号：市町村の認定変更が未決定 

原因・・保険者（市町）が国保連合会に登録した最新の受給者情報の中で、要介護認定について「変更申請中」（更新申請中も含む）となっている被保険者の給付管理票や請

求明細書が提出された場合に発生します。原因は下記の場合と考えられます。 

① 保険者が国保連合会に登録する情報に登録漏れや誤りがある場合。 

② 保険者の国保連合会への受給者情報の登録期限（通常は前月末迄の異動情報を当月の2日迄に提出）と、事業者の請求書提出期限（１０日）に期日のズレがあ

るため、事業者は当月の請求迄に変更申請が確定（却下を含む）されていることを確認して請求明細書等を提出しても、エラーとなり返戻されることがありま

す。（この登録期限と請求書提出期限のズレによるエラーについては「１２ＰＡ」だけでなく、受給者台帳とのマッチング（突合）によるエラー全般に該当し

ます。） 

③ 単に変更申請中であることを忘れていて請求した場合。 

④ 平成１７年１０月サービス分以降については、従来からの「要介護認定」の変更申請に加え、「特定入所者」にかかる申請又は変更申請を行うようになりまし

た。このため、「要介護認定」「特定入所者」のどちらか一方でも申請中であればエラーとなります。 

対応・・①②④については該当の保険者（市町または福祉事務所の介護保険担当係）に照会します。変更申請（または更新申請）が確定（却下を含む）し、受給者情報に登

録したことを確認の上再請求します。 

③については変更申請確定後、再請求します。 

保険者が変更申請（または更新申請）を受け付けてから確定するまで約３０日かかります。この日数を考慮に入れて請求して下さい。また再提出時の注意点として、

変更申請により要介護度が変更になっている場合がありますので、正しい要介護度で作成した請求明細書や給付管理票で再提出するようにして下さい。 

 

１つの請求明細書につき証記載保険者番号と被保険

者番号のエラーがセットで出力されます。 

「備考」欄 エラーコード＝１２ＰＡ 
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ポイント！ 要介護の認定申請（変更申請）から受給者台帳への登録まで 

 

 

  

  

             

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要介護認定の申請（変更申請）から認定の決定まで通常30日程度ですが、手続きの不備等があれば30日以上の日数がかかる場合があります。 

図のような場合は、認定（変更）申請の翌月に介護給付費を請求しても１２Ｐ０エラー（受給者台帳に該当する受給者情報が存在しません）、 

変更申請の場合は１２ＰＡエラー（変更申請中の受給者です）になり返戻となります。要介護の認定申請・変更申請をした場合には、申請日・ 

認定日等を確認して国保連合会に受給者台帳（認定情報）の登録が終了する月以降に請求して下さい。 

 

 

 

【
変
更
申
請
の
場
合
】 

保
険
者
か
ら
国
保
連
合
会
へ 

受
給
者
台
帳
（
変
更
申
請
中
）
の
送
付 

保
険
者
か
ら
国
保
連
合
会
へ 

受
給
者
台
帳
（
認
定
情
報
）
の
送
付 

「
介
護
認
定
審
査
会
」
に
て
決
定 

事
業
所
か
ら
の
請
求
と 

受
給
者
台
帳
と
の
チ
ェ
ッ
ク 

保
険
者
が
被
保
険
者
へ 

「
被
保
険
者
証
」
送
付 

この間約30日 

保
険
者
へ
認
定(

変
更)

申
請 

1日 
翌月 
2日 10日 

翌々月 
2日 月末 

国
保
連
合
会
で
受
給
者
台
帳
の
登
録 
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請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表 
事業所（保険者）番号 9970000000 令和６年５月審査分 

                                                                    令和６年５月３１日 

事業所（保険者）名   □□介護事業所 

 

保険者（事業所）番号 
保険者（事業所）名 

被保険者番号 
被保険者氏名 

種別 
サービス 
提供年月 

サービス 
種類 

サービス 
項目等 

単位数 
特定入所者介護費等 

事由 内     容 備 考 

990000 0000000001 
請 R6.4 15 2241 8,405 B サービス種類：市町村認定の要介護度と相違 １２ＱＪ 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 

990000 0000000001 
請 R6.4 15 2241 8,405 B サービス項目：市町村認定の要介護度と相違 １２ＱＪ 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 

  
        

  

  
   

 
    

   

  
  

  
    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            １ 頁 

佐賀県国民健康保険団体連合会 

「備考」欄 エラーコード＝１２ＱＪ 

内容・・サービス種類、サービス項目：市町村認定の要介護度と相違      

原因・・請求明細書に入力（記入）されたサービス内容のサービスコードが、保険者（市町）が国保連の受給者台帳に登録している該当被保険者の要介護度では算定

できない場合で、以下の原因が考えられます。 

①変更申請等により該当被保険者の要介護度の把握を誤っていたために入力（記入）したサービスコードが受給者台帳登録の要介護度と異なった場合。 

②保険者（市町）が登録した受給者台帳の要介護度に誤りがある場合。 

なお、このエラーとなるサービスは、要介護度によって異なるサービス単位が設定されています。受給者台帳登録の要介護度より重い要介護度のサービ

スコードの請求でも、軽い要介護度のサービスコードの請求でもエラーとなります。 

     ③居宅介護支援、介護予防支援については、要介護度ごとにサービスコードが設定されているため、要介護度に合っていないサービスコードはエラーとな

ります。 

対応・・最初に請求誤りがないかを確認し、誤りが無ければ該当の保険者（市町または福祉事務所の介護保険担当係）へ受給者台帳に登録している要介護度を照会し

て下さい。 

①の請求誤り、または保険者に照会の結果請求した要介護度に誤りがあった場合は、正しいサービスコードを入力（記入）して再請求します。 

②の場合は、保険者（市町または福祉事務所の介護保険担当係）に受給者台帳の修正を依頼し、請求明細書は訂正無しで再請求します。 

③要介護度に応じたサービスコードに修正して再請求します。また、月の途中で要介護度が変わった場合の請求方法は次ページのとおりです。 

エラーが２つセットで出力されます。 
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ポイント！ 月の途中に要介護状態区分が変更となった場合の請求方法について 

 
  

給付管理票 サービス計画費 請求明細書   

  

要支援・要介護 

状態区分等 

被保険者欄の 

要介護状態区分 

要介護状態区分 

（介護給付） 

要支援状態区分 

（予防給付） 

要支援状態区分等 

（総合事業） 

No  （重い方を対象）※２ （月末時点） （月末時点） 

1 事業対象者→要支援１ 事業対象者 要支援１ - 要支援１ 要支援１ 

2 事業対象者→要支援２ 要支援２ 要支援２ - 要支援２ 要支援２ 

3 事業対象者→要介護N※１ 要介護N※１ 要介護N※１ 要介護N※１ - 事業対象者 

4 要支援１→事業対象者 月途中の要支援１→事業対象者への変更はない。 

5 要支援１→要支援２ 要支援２ 要支援２ - 要支援２ 要支援２ 

6 要支援１→要介護N※１ 要介護N※１ 要介護N※１ 要介護N※１ 要介護N※１ 要支援１ 

7 要支援２→事業対象者 月途中の要支援２→事業対象者への変更はない。 

8 要支援２→要支援１ 要支援２ 要支援１ - 要支援１ 要支援１ 

9 要支援２→要介護N※１ 要介護N※１ 要介護N※１ 要介護N※１ 要介護N※１ 要支援２ 

10 要介護N※１→事業対象者 月途中の要介護N→事業対象者への変更はない。 

11 要介護N※１→要支援１ 要介護N※１ 要支援１ 要支援１ 要支援１ 要支援１ 

12 要介護N※１→要支援２ 要介護N※１ 要支援２ 要支援２ 要支援２ 要支援２ 

       

 ※１ 要介護Nは、要介護１～５のいずれかを意味する。    
       

 ※２ 要支援・要介護状態区分等の重い順は以下の通り。    

 

 

 

 

 

 

 

 
要介護５ 

 
要介護４ 

 
要介護３ 

 
要介護２ 

 
要介護１ 

 
要支援２ 

 
事業対象者 

 
要支援１  

 重 
      

軽  
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請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表 
事業所（保険者）番号 9970000000 令和６年５月審査分 

                                                                    令和６年５月３１日 

事業所（保険者）名   □□介護事業所 

 

保険者（事業所）番号 
保険者（事業所）名 

被保険者番号 
被保険者氏名 

種別 
サービス 
提供年月 

サービス 
種類 

サービス 
項目等 

単位数 
特定入所者介護費等 

事由 内     容 備 考 

990000 0000000001 
請 R6.4 51  20,850 B 保険給付率：市町村認定の給付率と相違 １２ＳＡ 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 

990000 0000000001 
請 R6.4 51  20,850 B 保険請求額：記載された値が計算値を超過 ＡＳＳＡ 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 

  
   

 
    

  

  
   

 
    

  

  
   

 
    

  

  
   

 
    

  

  
   

 
    

  

 

 

 

 

                            １ 頁 

佐賀県国民健康保険団体連合会 

「備考」欄 エラーコード＝１２ＳＡ 

内容・・保険給付率：市町村認定の給付率と相違 

原因・・受給者台帳の給付率と請求した給付率が相違することに伴い、受給者台帳の給付率に基づき計算された値を超えているためエラーとなります。 

対応・・請求した給付率が正しいかを確認し、誤っている場合は正しい給付率および請求額に修正のうえ、再請求して下さい。なお、給付率に誤りがない場合は、国

保連合会に登録している給付率と相違がないか保険者（市町または福祉事務所の介護保険担当係）へ照会して下さい。 
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「備考」欄 エラーコード＝１２ＳＡとなる請求明細書の例（この請求明細書を提出すると前ページの「請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表」が国保連合会から送付されま

す。） 

 
 

被
保
険
者 

被保険者 

番号 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 

 

氏名 

 

ｶｲｺ  ゙ ﾀﾛｳ 

介護 太郎 

 

給
付
費
明
細
欄 

サービス内容 サービスコード 単位数 
回数 

日数 
サービス単位数 

公費分 

回数等 
公費対象単位数 摘要 

福祉施設Ⅱ３ 5 1 1 1 3 5  7 

 

3 

 

2 

 

3 0 2 1 

 

9 

 

6 

 

0        1 

                          

                          

                          

                          

合計 1 9 8 0 9        
 

請
求
額
集
計
欄 

区分 保険分 公費分 

① 単位数合計  2 1 9 6 0       

②単位数単価 1 0 0 0 円／単位  

③給付率  9 0 ／100    ／100 

④請求額（円） 1 9 7 6 4 0       

⑤利用者負担額（円）  2 1 9 6 0       
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受給者台帳 

（保険者（Ａ市）が国保連合会に登録している受給者の

情報） 
 

被保険者番号 被保険者名 保険給付率 

0000000001 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 80％ 

 

① 保険者が国保連合会に登録している受給者台帳

の給付率と、請求明細書の給付率が異なってい

るため、１２ＳＡエラーとなります。なお、国

保連合会は、保険者が登録している給付率に補

正します。 

②補正した給付率を基に国保連合会シス

テムで再計算します。 

 単位数合計：２１，９６０ 

 単位数単価：１０．００円 

給付率：８０％ 

請求額：１７５，６８０円 

利用者負担額：４３，９２０円 

③請求明細書に入力（記入）されている請

求額“１９７，６４０円”の方が再計算し

た請求額“１７５，６８０円”より大きい

ため、ＡＳＳＡエラーとなります。 

エラーの原因と対応 

 

原因・・ 

受給者台帳の給付率と請求した給付率

が相違することに伴い、請求明細書に入

力（記入）されている請求額“１９７，

６４０円”の方が、給付率を訂正して再

計算した請求額“１７５，６８０円”よ

り大きいため、エラーとなっています。 

対応・・ 

給付率、請求額、利用者負担額を修正し、

再請求して下さい。 

請求内容に誤りがない場合は、保険者が

国保連合会に登録している給付率に誤

りがないか保険者へ照会して下さい。 

 

突合を行う箇所 

国保連合会が点検時に見る箇所 
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請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表 
事業所（保険者）番号 9970000000 令和６年５月審査分 

                                                                    令和６年５月３１日 

事業所（保険者）名   □□介護事業所 

 

保険者（事業所）番号 
保険者（事業所）名 

被保険者番号 
被保険者氏名 

種別 
サービス 
提供年月 

サービス 
種類 

サービス 
項目等 

単位数 
特定入所者介護費等 

事由 内     容 備 考 

990000 0000000001 
請 R6.4 15 

 
10,043 C 

支援事業所に請求明細書に対応した給付管理票の提出依頼が

必要 
保留 

△△市 ｶｲｺﾞ ﾀﾛｳ 

  
   

 
    

   

  
   

 
    

   

  
   

 
    

   

  
  

  
    

   

 

    

〔例 １〕令和６年５月審査分で「保留」となり、給付管理票が提出されなかった場合 

 

 

 

 

 

   〔例 ２〕令和６年５月審査分で「保留」となり、令和６年６月審査時に給付管理票が提出された場合 

 

 

 

                             １ 頁 

佐賀県国民健康保険団体連合会 

「備考」欄 エラーコード＝保留・返戻（給付管理票が提出されなかった場合） 

内容・・支援事業所に請求明細書に対応した給付管理票の提出依頼が必要 
サービス計画費に対応した給付管理票の提出が必要（支援事業所のサービス計画費の場合） 

原因・・①保留 利用者の請求明細書は提出しているが、サービス計画をまとめた給付管理票の提出がない場合または給付管理票が返戻となっている場合に、このエ

ラーとなります。給付管理票、請求明細書共に提出は１月単位ですので、同月の給付管理票の提出が無い場合です。 

佐賀県国保連合会では、１ヶ月間請求情報を保留するようにしています。保留された翌月に、該当の給付管理票が提出されれば、提出された審査年

月で保留となっていた請求明細書の支払が行われます。 

②返戻 翌月に給付管理票が提出されなければ請求明細書は返戻となります。この場合、備考欄には“返戻”と表示されます。 

対応・・①該当利用者の居宅介護支援事業所又は地域包括支援センターへ連絡をして、給付管理票を国保連合会へ提出するように依頼します。①の場合は、請求明細

書を再請求する必要はありません。②の場合は、請求明細書を再請求する必要があります。 

 

 

 

 

 

保留 
給付管理票 

提 出 支払 

最初に保留となった翌月に「返戻」とな

ります。 

保留となった翌月に給付管理票が提出されれ

ば、その月の審査対象になります。 

（実際の支払は令和６年７月振込分です） 

返戻 保留 

令和６年５月審査 令和６年６月審査 

令和６年６月審査 令和６年５月審査 
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返戻（保留）一覧表の右端「備考欄」に記載されている４桁のエラーコードを入力することにより、

エラー発生原因や対応方法等を自動応答で返信する『LINE 公式アカウント』を開設しました。 

ユーザー登録等の面倒な作業はなく、すべて無償となっておりますので、ぜひご活用ください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜LINE 公式アカウント追加方法＞ 

右の QR コードから友だち登録してください。 

[LINE アプリホーム]→[友だち追加]→[QR コード]→[QR コード読取]→[追加] 

 

＜その他＞ 

  すべて無償でご利用いただけます。 

  登録された方の「LINE ID 情報」等をこちら側で取得することはできませんのでご安心ください。 

※ LINE 公式アカウントではチャットができる相手の情報しか閲覧することができません。 

本アカウントは、自動応答メッセージのみ利用可能であり、チャット機能は無効化しております。 

 

 

佐賀県国民健康保険団体連合会 情報・介護課 介護保険係 

1 

 

 

 

 

 

2 

3 

備考欄の「12PA」（小文字可）を LINE の

トークルームで送信すると、エラー発生原因や

対応方法等が返信されます。 

また、「保留」や「返戻」、「査定」等の文字列

検索も可能となっています。 

「元気くん」 

令和7年7月3日（木）4日（金）

介護サービスに係る集団指導

資料
No.２



ケアプランデータ連携システムとは、居宅介護支援事業所と介護サービス事業所との間で
毎月やりとりされるケアプランの一部情報（予定・実績）をデータ連携するシステムです。
ケアプラン（提供票）をデータで送受信できるようになり、業務の負担軽減に繋がります。

サービス提供票や居宅サービス計画書など、手書き・印刷し、
FAXや郵送などでやりとりしていた書類をシステム上でデータの
送受信ができるようになり、業務負担軽減が期待できます。

一層の利用者支援の向上に!

「ケアプランデータ連携システム」
業務負担の軽減に繋がるシステム利用をご検討ください

介護事業所・地域包括支援センターの皆さま

●データ連携で、作業時間の削減やコスト削減が期待できます

※調査研究アンケート結果から
試算した全国平均の見込み

公益社団法人 国民健康保険中央会 協力: 老健局高齢者支援課

必 要 な環 境
 パソコン（Windows10以降）
 厚生労働省のケアプラン標準仕様に準拠した介護ソフト
 介護給付費請求に使用する電子証明書
 ケアプランデータ連携クライアント
（システム利用申請後に利用可能になるため、事前にご用意いただく必要はございません。）

居宅介護支援事業所A

システム利用後

ケアプランデータ連携システム

データ送受信

介護サービス事業所B

●システムの概要（ケアプラン連携の業務フロー）

居宅介護支援事業所

介護ソフト

ケアマネジャーファイル
出力

ケアプラン
データ

① ②
ケアプランデータ
連携クライアント

居宅介護支援事業所

介護ソフト

ケアマネジャー ファイル
取り込み

ケアプラン
データ

⑫ ⑪ケアプランデータ
連携クライアント

ケアプランデータ
連 携 基 盤電子証明書

付与

③

介護サービス事業所
ファイル

ダウンロード

⑤ ⑥
介護ソフトケアプランデータ

連携クライアント

ファイル
アップロード

暗号化

④

ファイル
取り込み

ファイル
ダウンロード

ケアプランデータ
連 携 基 盤

暗号化

⑩

介護サービス事業所
ファイル

アップロード

⑧ ⑦
介護ソフトケアプランデータ

連携クライアント

ファイル
出力電子証明書

付与

⑨

利 用 料 金
 １事業所あたりのライセンス料は年間21,000円
（税込み）です。支払方法は、電子請求の証明書
発行手数料と同様、国保連合会に請求する介護給
付費からの差引きを可能とします。

ケアプラン
（予 定）

ケアプラン
（実 績）

データ送受信

※安心してやり取りできるよう、セキュリティ対策には十分配慮しています。

【期待出来る効果】
 提供票の共有にかかる時間が従来の３分の１程度に
なることが期待できます。

 削減された時間を反映した人件費、印刷費、通信費、
交通費など、年間81万6,000円のコスト削減も期待
できます。

 転記誤りがなくなり、心理的負担が軽減されます。

佐賀県国民健康保険団体連合会

赤字部分がシステムの範囲です。

令和7年7月3日（木）4日（金）

介護サービスに係る集団指導

資料
No.３



SAMPLE

SAMPLE SAMPLE

SAMPLE

提供票送信時の画面イメージ

提供票受信時の画面イメージ

新 規 作 成 送信済データ詳細確認

受 信 一 覧 受信データ詳細確認

●システム利用時の画面イメージ

・提供表を送る側の事業所は、新規作成画面で提供表をアップロードし、送信します。
・送信した内容を確認する場合は、送信済データ詳細確認画面で確認します。

・提供表を受け取る側の事業所は、受信一覧画面で受信した提供表をダウンロードします。
・受信した内容を確認してから提供表を取り出す場合は、受信データ詳細確認画面で確認を行います。

FAXで届いた実績を手動で入力
報酬請求まで気が抜けない…
間違ったらどうしよう…【Before】 【After】

データが自動反映される
から楽!
書類が減った!
時間に余裕ができた!

〇詳しくは、ヘルプデスクサイトをご確認ください。
http://www.careplan-renkei-support.jp



3つのメリット

1 かんたん 2 あんしん 3 さくげん

郵送やFAXなどの送付の手間
から解放。
計画表や提供票データといった
CSVファイルなどを、ドラッグ＆
ドロップするだけで簡単に共有
することができます。

記載ミスや書類不備が減り、手
戻りが減少。介護報酬請求で
使用されているセキュリティ方式
を採用し安全性も万全。導入か
ら運用まで安心のサポート体制
を提供。

やりとりにかかる業務時間を
約1/3※に削減できる研究結果
があります。郵送やFAXなどの送
付の手間から解放されることで、
それらの費用を削減する効果も
あります。

ーーーーーーーーーーーーー ケアプランデータ連携システムに係るご質問・お問合せ先 ーーーーーーーーーーーーー

ケアプランデータ連携システム ヘルプデスク
TEL 0120-584-708 受付時間 9:00～17:00（土日祝日除く）

公式サイト内、お問い合わせフォームからも受け付けています。

2025年6月1日～2026年5月31日（予定）
無料でご利用いただける期間は、申請いただいた日から1年間です

キャンペーン申請期間

0円/年21,000円/年
通常

ライセンス料 対象となる事業所

すべての介護事業所が対象です

ケアプラン ヘルプデスク 検 索

居宅介護支援事業所と居宅サービス事業所とのケアプランのやりとりを、オンラインで完結できる仕組みです。
紙のやりとりの大変さは過去のものに。

ケアプランデータ連携システムとは?

詳しくは、サポートサイトよりご覧ください

※令和２年度老人保健健康促進事業「介護分野の
生産向上に向けたICTの更なる活用に関する調査研究」

通常21,000円/年かかるライセンス料が、1年間無料になる
フリーパスキャンペーンを実施中!



ケアプランデータ連携システム ヘルプデスクサポートサイト
TEL 0120-584-708 受付時間 9:00～17:00（土日祝日除く）

サポートサイト内にて、メッセージフォームからも受け付けています。

ーーーーーーーーーーーーー フリーパスキャンペーンに係るご質問・お問合せ先 ーーーーーーーーーーーーー

詳しくは、サポートサイト内 特設ページよりご覧ください

https://www.careplan-renkei-support.jp

ケアプラン ヘルプデスク 検 索

フリーパスキャンペーンとは、ケアプランデータ連携システムのすべての機能を1年間無料
でご利用できる期間限定のキャンペーンです。「導入コストが気になる」「周りの事業所
を誘いたいけれど、きっかけがない」。そのようなお声にお応えし、業務改善の第一歩を、
負担ゼロで気軽に始められるキャンペーンとなっています。

2025年6月1日～2026年5月31日（予定）
無料でご利用いただける期間は、申請いただいた日から1年間です。

キャンペーン申請期間

0円/年

ライセンス料

21,000円/年
通常

対象となる事業所
すべての介護事業所が対象です

初めて利用する方◎ 現在利用中の方◎ 一度ご利用をやめた方◎

2025年6月1日 2026年5月31日

初めてご利用される方

現在ご利用中の方

更新時
フリーパス適用

新規申込

2027年5月31日

21,000円/年 21,000円/年0円/年

0円/年 21,000円/年

自動更新

自動更新

キャンペーン期間


